
　

（価格点：技術点＝１：２、得点配分　価格点１００点、技術点２００点）

Ⅰ　価格点：価格点＝（１－入札価格／予定価格）×１００点

Ⅱ　技術点：

※１

・事業の目的に沿った企画を作成しているか。
・仕様書の内容を理解し、仕様書で定める事業内容が漏れなく
提案されているか。
・これまでの医療機関の勤務環境改善の取り巻く流れを確実に
把握できているか。

○

・設置予定の医療労務管理相談窓口は医療機関からの相談
応需に支障のない設備や広さを有し、かつ、プライバシーへの
配慮がなされたものとなっているか。
・相談窓口を医療勤務環境改善支援センター（以下「勤改セン
ター」という。）に併設できない場合は、勤改センター内の近隣
に設置され、勤改センター内での連携に支障がないようにされ
ているか。

・適切に利用勧奨リストを作成・管理するための方策（都道府県
等からの情報収集）や工夫する点などが具体的に提案されて
いるか。
・利用勧奨の年間目標件数を達成するための月別計画や、利
用勧奨を重点的に行う対象の考え方等、利用勧奨を効率的に
行う手法について提案されているか。
・相談応需に関して適切に対応するための方策や工夫する点
などが具体的に提案されているか。

○

・年間目標を達成するための月別計画や管理方法等が提案さ
れているか。
・限られた支援回数で効果的に医療機関への伴走支援を実施
するための方策（重点的に支援を行う医療機関の対象の考え
方や支援テーマ、支援回数、複数名のアドバイザーによる実施
等）について具体的に提案されているか。

・勤改センターの認知度を高め、利用者が増えるような、効果
的な周知・広報の手法が提案されているか。
・勤改センターの周知・広報を効果的に行うため、医師会等の
医療関係団体の協力を得るための方策が提案されているか。

・所属する医療労務管理アドバイザー（以下「労務管理ＡＤ」と
いう。）
の支援力向上を目的としたＯＪＴや研修の計画について仕様書
の内容を網羅した上、具体的に提案されているか。
・特に新任の労務管理ＡＤに対する研修については、相談窓
口や個別訪問等支援の対応が支障なく実施できるための内容
となっているか。
・ＯＪＴを実施する場合は、当該労務管理ＡＤに対する回数、ペ
アとする労務管理ＡＤの経歴等、具体的な提案が行われてい
るか。

・医療労務管理アドバイザー間で情報共有を行うことを目的とし
たアドバイザー会議の開催手法や開催回数、想定される議題
や会議時における進行役、医業経営アドバイザーの同席の取
扱いに関して具体的に提案されているか。

・都道府県、医療関係団体、労働局と情報共有・連携を行うに
当たって、効果的な情報共有・連携の場とするため効果的な方
策が提案されているか。

アドバイザー会議の定期開催（医療労務
管理アドバイザー間での状況共有）

10 5 3 0

各種会議（アドバイザー会議を除く）の開
催と関係機関との連携

10 5 3 0

0個別訪問等支援業務

医療労務管理アドバイザーに対する研修
等の実施

15 8 4 0

勤改センターの周知・広報業務 10 5 3 0

15 ― ―

15 8 4

事業実施に係るスケジュール等 10 5 3 0

勤改センターの利用勧奨業務及び相談
応需業務

15 ― ― 0

0

（別紙４）

令和８年度医療労務管理支援事業（直営型）総合評価基準書

　　　　　　　　　　　社 署名：

評価項目 評価基準
配点

必須
S A B C

１．事業内容、独自提案の内容及び実施方法（創造性、新規性等）（価格と同等に評価できない項目） 100

事業の目的、趣旨との整合性



評価項目 評価基準
配点

必須
S A B C

※２

・本事業を適切に実施するために必要な受託者事務局の人
員、体制が備わっており、日々の活動日誌作成や労務管理Ａ
Ｄに対する指示やサポートが支障なく実施できる体制となって
いるか。
・委託者からの要望に迅速・柔軟に対応できる体制を整えてい
るか。

・労務管理ＡＤとして選任予定の専門家について、どのような
経歴・資格・技術などを有する者を選任する予定であるか具体
的な提案がされているか。
・医療労務管理に精通した労務管理ＡＤを支援実施に必要十
分な人数確保できる内容となっているか。
・医療労務管理のみならず、医業経営の知見など、医療機関
の支援に役立つ資格を有する者を確保する内容となっている
か。

・統括労務管理ＡＤの選任方法について、適切なものを選任す
るための方法や予定される者が具体的に提案されているか。
・特に社会保険労務士資格を有さない者を選任しようとする場
合に当該理由が記載されているか。

・労務管理ＡＤの謝金額について具体的な提案がされている
か。また、当該謝金額を設定した妥当な理由が説明されている
か。
・謝金とは別に実費で支払うべき旅費を謝金に含めることにし
ていないか。

○

　知見、専門性等の有無

・医療勤務環境改善に関し、医療法や労働基準法などの法令
や、国や都道府県が実施する医療勤務環境改善に係る補助
金及び助成金等の制度等に関する十分な理解と知識を有して
いるか。

　実績の有無
・過去に「医療労務管理支援事業」又は類似の事業を受託し、
医療機関に対する支援を支障なく実施した経験があるか

　経理処理能力の適格性
・事業を行う上で一般的な経理処理能力を有しており、事業に
係る会計を適切に管理するための体制を整えているか
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活
躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業）
 ・行動計画（※１）・・・・・３点
 ・１段階目（※２）・・・・・・６点
 ・２段階目（※２）・・・・・10点
 ・３段階目・・・・・・・・・・12点
 ・プラチナえるぼし・・・15点
※１　常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る（計
画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。
※２　労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くる
みん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定
企業）
 ・行動計画（令和７年４月１日以後の基準）（※３）・・・・・・・・・・・・・・３点
 ・くるみん（平成29年３月31日までの基準）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６点
 ・トライくるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準） ７点
 ・くるみん（平成29年４月１日～令和４年３月31日までの基準）（※４）９
点
 ・トライくるみん（令和７年４月１日以後の基準）・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
点
 ・くるみん（令和４年４月１日～令和７年３月31日までの基準）（※４） 10
点
 ・くるみん（令和７年４月１日以後の基準） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
点
 ・プラチナくるみん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15点

※３　常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る（計
画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。
※４　令和９年３月31日までは、令和６年基準改定の移行措置
として当該区分において　も新規の認定が可能。

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に
基づく認定
 ・ユースエール認定　　12点

15 12 10 9 7 6 3 0

※１　創造性、新規性等100 　　※２　価格と同等に評価できる項目100　合計200

（注）必須項目については、Ｃ判定（０点）が１項目でもあれば、委員で協議を行い、不合格か否か決定する。

10 5 3 0

―　賃上げの実施

【入札者が大企業の場合】
・事業年度（もしくは暦年）において、対前年度比（もしくは隊前
年比）で、給与所得者一人当たりの平均支給額を３％以上増
加させる旨、従業員に表明していること
【入札者が中小企業等の場合】
・事業年度（もしくは暦年）において、対前年度比（もしくは隊前
年比）で、給与総額を１．５％以上増加させる旨、従業員に表
明していること

5 ― 0

10 5 3 0

　ワークライフバランス等の推進に関する
指標

0

15 8 4 0

　実施体制の適格性

10 5 3 0

15 8 4 0

10 5 3 0

10 ― ―

２．事業実施主体の適格性 100


